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議案第８０号

財産の取得について

（防災行政情報伝達システム戸別受信機）

次のとおり、防災行政情報伝達システム戸別受信機を取得することにつ

いて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、

本議会の議決を求める。

１ 取得財産名 防災行政情報伝達システム戸別受信機

２ 納 品 場 所 琴浦町大字徳万５９１番地２ 琴浦町役場

３ 納 期 限 令和８年３月１９日

４ 購 入 金 額 一金 １５６，１５６，１１０円

５ 契約の方法 １者特命随意契約

６ 契 約 者 住 所 鳥取県鳥取市湯所町２丁目２５８

氏 名 ＮＴＴ西日本株式会社 鳥取支店

代表者 鳥取支店長 田中 道雄

令和 ７ 年 ８ 月２６日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志


